
 

 

 

 雇用調整助成金の特例措置について、厚生労働省が方

針を表明し、11月末まで現在の助成内容を延長すると

発表しました。12月以降の助成内容については、雇用

情勢を踏まえながら検討し、10月中に改めて発表され

る予定です。 

 

  

 今年の 6月に改正育児・介護休業法が成立しました。 

 来年 4月以降、法改正内容が順次施行され、企業が育

児休業を取得しやすい雇用環境を整備することや、企業

側から従業員に対する育児休業（育休）制度の周知や利

用に関する意向確認が義務となるほか、令和 5年 4月

以降、従業員 1000人超の企業は育休取得率の公表が義

務付けられます。（前年の状況を公表しますので、来年

の 4月から準備が必要です。） 

 また、来年 4月以降、有期雇用労働者の育児・介護

休業取得要件が緩和され、「事業主に引き続き雇用され

た期間が１年以上である者」という要件が廃止されます。

（ただし、労使協定を締結した場合には、事業主に引き

続き雇用された期間が１年未満である労働者を対象か

ら除外することは可能です。） 

 さらに、来年 10月には、子どもの出生から 8週間以

内に、最大 4週間を 2回に分けて取得できる、いわゆる

「男性版産休」制度や従来の育休の分割取得も可能にな

る予定です。 

 今回の法改正に対応する規程例などの詳細はまだ公

表されていませんが、準備が必要です。 

 

 

 9月 1日から、「育児休業給付金」の被保険者期間の

要件が一部変更となっています。 

 被保険者期間は、育児休業の開始日からカウントして、

その日前 2年間に就労日数が 11日以上ある月が 12か

月以上あることが原則ですが、それでは要件を満たさな

いケースについて、産休の開始日からカウントすること

ができるようになります。これにより、勤務開始後１年

程度で産休に入った方など、これまで支給対象にならな

かった方が対象となる可能性がありますので、ご確認く

ださい。 

 

 

 職場で業務によって新型コロナウイルスに感染した

ことが疑われる下記のような場合、労災保険給付の対象

となります。  

●感染経路が業務によることが明らかな場合 

●感染経路が不明の場合、感染リスクが高い業務※ 

に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合 

※（例１）複数の感染者が確認された労働環境下での業

務 

※（例２）顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境

下の業務 

●医師・看護師や介護の業務に従事される方々について

は、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則

として対象 

 詳細は弊所までお問い合わせください。 

 

  

弊所では新型コロナウイルス感染対策として、職員のシ

フトを見直し対応しております。引き続き、ご相談やお

問合せはメールまたは家村携帯 09035225025までお願

いします。ZoomやWebex等にも対応しております。 

 

 

 

     弊所にお任せください。 

雇用調整助成金 特例措置の延長について 

 

育児・介護休業法改正（男性育休促進など） 

コロナ感染による労災請求 

育児休業給付の被保険者期間要件の一部変更 

 

弊所の体制について 

 


